
【学校教育目標】 

仲間と共に高め合い、 

夢に向かって挑戦し続ける子どもの育成 

【めざす子ども像】 

「友だちを大切にする子ども」 

「みんなのためにがんばる子ども」 

「目標に向かって努力する子ども」 

 

 

                  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 ５月行事予定 

１ 金 
個人懇談会④ ２～６年生短縮５校時授業  

聴力検査（2年） 

２ 土  

３ 日 憲法記念日 

４ 月 みどりの日 

５ 火 こどもの日 

６ 水 振替休日 

７ 木 朝会  内科検診（５年） 
個人懇談会⑤ ２～６年生短縮５校時授業  

８ 金 聴力検査（１年・コスモス） 

９ 土  

１０ 日  

１１ 月 １年生５校時授業開始  ＡＬＴ 

放課後学び教室説明会（１７：００～） 

4・5月分預り金引落 

１２ 火 花背山の家（5年） 樫原中学校チャレンジ体験① 

１３ 水 花背山の家（5年） 樫原中学校チャレンジ体験② 

１４ 木 花背山の家（5年） 樫原中学校チャレンジ体験③ 

１５ 金 5年３・４校時登校（１３：１５頃下校） 

学校安全日・安全点検 

１６ 土  

１７ 日  

１８ 月 内科検診（1年・６－１） 放課後学び教室開始 

１９ 火  

２０ 水 フッ化物洗口（2～６年・1年生は練習）  

内科検診（２年・６－２） ＡＬＴ 

２１ 木 体力テスト  内科検診（３年・６－３）  

２２ 金 体力テスト 

２３ 土  

２４ 日  

２５ 月 体力テスト予備日  内科検診（4年・コスモス） 
預り金再振替 

２６ 火 耳鼻科検診（２・6年） 1年生をむかえる会リハーサル 

２７ 水 

フッ化物洗口（1年生も開始） 

1年生をむかえる会（中間＋3校時） 

教職員研修会のため、短縮５時間授業（１４：１０頃
下校） 

２８ 木 プール清掃（6年生） ＡＬＴ 

耳鼻科検診（1・5・コスモス） 

２９ 金 
校内研究授業研修会（コスモス学級以外のクラス

は１３：１５分頃下校） 心電図検査（1年） 

３０ 土  

３１ 日  

５月は憲法月間です－人権意識を高める取組－ 
日本国憲法では、誰もが侵すことのできない永

久の権利を「基本的人権」として定義し、「すべて国

民は、個人として尊重される（第１３条）」という文言

に、国民一人ひとりの人権を尊重する考え方を掲

げています。 

松陽小学校でも、子どもたちの人権が保障され

る学校を目指して、「なかよしの日」を設定するなど

し、人権に関する指導を重ねています。また、子ども

たちの道徳性を育む道徳教育や、温かい人間関係

を築く学級活動を通して社会性を身につけ、人権意

識を高めていきたいと思います。 

『憲法月間』                                       松陽小学校  校長    松村 直哉  
新緑の季節となり、学校の庭も色とりどりの花でいっぱいになっています。 
５月は「憲法月間」です。日本国憲法について考えるよい機会です。憲法は、私たちの社会の土台となる大切なルール
で、毎日の生活とも深くつながっています。 
小学校にも、毎日の生活の中で守るルールがあります。これらのルールは、みんなが安心して楽しく過ごすためにとても
大切なものです。あいさつをすることや、時間を守ること、友だちを大切にすることなどは、「学校のきまり」として大事にさ
れています。憲法も同じように、私たちが平和で安全に暮らすための大切な決まりを定めています。憲法には、私たちの大
切な権利や、守るべきことが書かれており、それをみんなで守ることで、社会は成り立っています。「学校のきまり」も、みん
なが守ることで、よりよい学校生活につながります。 
「きまり」は、ただ守っていればよいというものではなく、なぜそのきまりがあるのか、自分で考えて行動することが大切
です。「もしなかったらどうなるのだろう」と考えてみることも大事です。私たちは、一人で生きているのではなく、多くの人と
助け合い、関わり合いながら生活しています。きまりを守ることは、自分たちの毎日の生活を大切にすることにつながりま
す。これは、学校のきまりや家庭での約束についても同じことです。みんなが笑顔で毎日を過ごせるよう、憲法のことや、き
まり、約束について話し合っていただければと思います。 

令和８年度     京都市立松陽小学校 

松陽だより ５月号 

校長 松村 直哉 
 

℡０７５（３９１）３５８３ 
 

HP http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=113205 

 

 

 

 
授業参観・懇談会ありがとうございました。 
今年度初めての授業参観と懇談会を行いました。たくさんの方にご
参加していただきました。本当にありがとうございました。新しい学年
になった子どもたちの様子はいかがだったでしょうか。また、現在個

人懇談会期間中となっています。担任から、お子様の学校での様子を
伝えさせていただいたり、お家の方から家での様子をお聞かせいた
だいたりできればと思います。よろしくお願いします。 

 

この印刷物が不要

になれば「雑がみ」と

して古紙回収等へ！ 

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=113205


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域委員さんの交通安全教室 
今年度、地域委員を担当していただいている保護

者の方を対象に、交通安全の講習会を開催しました。

お忙しい中、たくさんの方に受講していただきまし

た。本当にありがとうございました。 

今年度一年間、登校指導等でお世話になります。

よろしくお願いします。 

全国学力・学習状況調査（6年）４月２３日(木) 
６年生児童を対象に「全国学力・学習状況調査」を

実施しました。内容は、「国語科」「算数科」と「児童質

問紙（学習や生活の状況についてたずねるもの）」で

す。全国の小学６年生の学力・学習の状況を調査・分

析することでよりよい学校教育を創造するという目的

に加え、一人一人の児童の学力を把握し、個のニー

ズに応じた教育実践を目指すという目的があります。

調査結果を踏まえ、学校をあげて日々の授業改善に

努めていくとともに、一人一人の児童がもつ資質・能

力をより一層高められるよう努めてまいります。 

電話対応時間について 

今年度の電話対応時間は以下の通りとなりま

す。ご確認の程、よろしくお願いします。 
 

 
 

尚、学校から保護者の方へ電話連絡をさせて

いただく際に、学校の固定電話からの場合と、学

校用の携帯電話からの場合の 

二通りの電話連絡の方法があり 

ます。お知りおきください。 

「就学援助継続認定申込書」について 
今年度の「就学援助 継続認定申込」に関す

る書類を配布させていただきます。継続を希望

される場合は、必要事項を記入の上、ご提出くだ

さい。申込期限は【５月２２日（金）】とさせていた

だきます。（１年生の新入学学用品費の新規の申

込期限は【５月１５日（金）】です。） 

 

～小小連携・小中連携の取組～ 
次号から、松陽だよりの中に、「樫原小学校の紹介」

コーナーを設けます。小小連携の取組の一環として、

お互いの小学校の様子を伝え合っていきます。同じ樫

原中学校区の小学校として、似た取組や独自の特色あ

る活動を中心にお伝えしていく予定です。職員室横の

掲示板に、樫原中学校・樫原小学校学校だよりのコー

ナーを設けます。ご来校の際にご覧ください。また、今

年度も小中連携に取り組んでいきたいと思っていま

す。学校だよりやＨＰ等でもお知らせしていきます。 

月～金  ８：００～１７：３０ 

放課後まなび教室開講に向けて 
 本校では、地域の方々のお力をお借りして、スペー

スはぐくみにおいて、「放課後まなび教室」を開講し、

放課後の時間を有意義に過ごしていきます。 

【２～６年生児童】 

・保護者説明会 ５月１１日（月）17:00～（体育館） 

・開講日       ５月１８日（月）  

詳細につきましては、「すぐーる」にてお伝えしています。

尚、１年生は改めて２学期に説明会を予定しております。 

6月の主な行事予定 
１日（月） プール清掃予備日（６年） 

２日（火） 委員会活動（5・6年） 

4日（木） 検尿① 

5日（金） 検尿② 

８日（月） 低水位授業（みずあそび） 

９日（火） クラブ活動（４～６年） 

１１日（木） 水泳学習全学年開始 

１２日（金） 避難訓練（引き渡し訓練・訓練のため、実際の保

護者の方への引き渡しはありません。） 

１６日（火） クラブ活動（４～６年） 

１９日（金） 校内研究授業（５校時・６－３） 

  ６年３組以外は４校時授業（１３：１５頃下校） 

２３日（火） 再検尿  非行防止教室（５年）  

クラブ活動（４～６年） 

２４日（水） 自転車教室（４年） 

２５日（木） 交通安全教室（１年） 

３０日（火） 薬物乱用防止教室（６年）・委員会活動（５・６年） 

 

 

「すぐーる」の利用について 
「すぐーる」の利用について、以下の確認をお願いします。 
 

 

 

 

・欠席・遅刻・早退の連絡については、基本的に「すぐー

る」を使っていただきますようよろしくお願いします。そ

の他の学校への連絡については、連絡帳や電話でお

願いします。 

・当日の欠席・遅刻・早退の連絡については、基本的に 

８時３０分までにお願いします。８時３０分以
降の連絡については、電話にてお願いします。 

 


